
（別添） 

 

根拠法令条項一覧 

 

・スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法

律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令【別紙１－１】 

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法

律（令和６年法律第５８号。以下「スマホソフトウェア競争促進法」という。）第

７条ただし書、第８条第２号、第１２条第１号ロ及び第２号ロ、第１６条第２項、

第１９条第１項並びに第４７条並びに同法第４２条において準用する私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」

という。）第６９条第２項、第７０条第２項及び第７５条、特許法（昭和３４年法

律第１２１号）第２７条第３項、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）

別表第８号、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法

律（令和２年法律第３８号）第４条第１項及び第１８条並びに独占禁止法第３５条

第５項において準用する内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第１７条第３項

及び第４項 

 

・スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法

律施行規則の一部を改正する規則【別紙１－２】 

スマホソフトウェア競争促進法第５条、第８条第１項第２号イ、第１０条、第１１

条、第１２条、第１３条、第１４条第１項、第１５条第４項、第１９条第２項並び

に第２３条第１項、第２項第３号及び第８項並びに第２７条第１項、第２項第３号

及び第７項並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争

の促進に関する法律施行令第６条、第７条及び第８条並びにスマホソフトウェア競

争促進法第４２条において準用する独占禁止法第７０条の６及び第７６条第１項 

 

・公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部を改正する規則【別紙１－３】 

スマホソフトウェア競争促進法第４２条において準用する独占禁止法第５２条第１

項 

 

・スマホソフトウェア競争促進法における確約手続に関する対応方針【別紙１－５】 

スマホソフトウェア競争促進法第４６条 

 


